
                                      

 

 

 

 

国勢調査員報酬の誤支給について 

 

千葉市では、国勢調査員報酬の所得税の算定に誤りがあることが判明しましたので、お知らせしま

す。 

 

１ 概要 

令和２年１２月２２日（火）に国勢調査員に支給した調査員報酬について、月額８８，０００円

未満の調査員報酬の源泉徴収率を、本来３．０６３％で計算するべきところを、３．６３％で計算

し、０．５６７％（３．６３％－３．０６３％）分を高く設定していたため、差額分の追加支給が

発生した。 

 

２ 対象者及び金額 

（１） 合計       

４，５８３人  １，６２３，２０４円（1人あたり平均追加支給額 ３５４円） 

（２）内訳  

＜中央区＞   １，１０７人 ３９４，９７４円  ＜緑区＞  ４７３人 １７９，２０５円 

＜花見川区＞    ８２０人 ２９３，００１円  ＜美浜区＞ ６４１人 ２３３，９８２円 

＜稲毛区＞     ７７４人 ２７０，４５０円  ＜複数区兼務＞ ２人   １，４１０円 

＜若葉区＞      ７６６人 ２５０，１８２円       

 

３ 判明の経緯 

  令和３年１月７日（木）に、調査員報酬の振込通知を受け取った国勢調査員から、源泉徴収額に

ついて問い合わせがあり、調査したところ税率の設定に誤りがあることが判明した。 

 

４ 原因 

報酬額を計算する統計調査員報酬算定システム（Excel）の源泉徴収税率の入力間違いによる。 

 

５ 今後の対応 

対象となる国勢調査員に、１月１５日（金）にお詫びの文書及び修正した源泉徴収票を送付する

とともに、過剰に控除していた金額を１月末までに追加支給する。 

 

６ 再発防止策 

  今後の統計調査員報酬の支給について、システムへの入力等の確認を複数職員によるダブルチェ

ックを徹底するとともに、税率を一目で確認できるよう、特定のセルに固定入力するなどしてシス

テムの見える化を図るなどの再発防止に努めていく。 
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